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町
で
は
、
「
那
須
町
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま

す
。
こ
の
計
画
に
対
す
る
意
見
を
募
集

し
ま
す
。
ま
た
、
左
記
の
日
程
で
公
聴

会
を
開
催
し
ま
す
。

〈
公
聴
会
の
案
内
〉

▼
期
　
日　

11
月
18
日
㈬

▼
場
所
・
時
間

○
高
原
公
民
館
（
湯
本
支
所
）
会
議
室

午
前
10
時
〜

○
文
化
セ
ン
タ
ー
視
聴
覚
室

　

午
後
２
時
〜

▼
計
画
の
概
要　

都
市
計
画
法
第
18
条

の
２
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
都
市
計

画
に
お
け
る
基
本
方
針
を
定
め
る
も

の
で
す
。

▼
公
表
資
料

○
那
須
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（
次
期
計
画
・
素
案
）

○
那
須
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（
次
期
計
画
・
素
案
）
概
要
版

▼
閲
覧
場
所

①
建
設
課
（
本
庁
２
階
）
、
湯
本
支
所

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
、
土

日
を
除
く
）

②
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
意
見
の
提
出
方
法　

閲
覧
場
所
①
の

各
窓
口
に
持
参
、
郵
便
、
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
、
電
子
メ
ー
ル
、
い
ず
れ
か
の

方
法
で
「
意
見
用
紙
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
「
意
見
用
紙
」
は
閲
覧
場
所
の
各
窓

口
に
備
え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

▼
募
集
期
間　

11
月
６
日
㈮
〜
20
日
㈮

（
20
日
消
印
有
効
）

※
意
見
を
提
出
で
き
る
方
、
注
意
事
項
、

意
見
の
公
開
方
法
は
、
下
記
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
提
出
・
問
合
せ　

建
設
課
都
市
計
画
係

☎
72 
６
９
０
７　

Fax  

72 

１
０
０
９

〒
３
２
９
‐
３
２
９
２

那
須
町
大
字
寺
子
丙
３
‐
13

kensetsu@tow
n.nasu.lg.jp

那
須
町
手
話
言
語
条
例
を
制
定
す
る

に
あ
た
り
、
こ
の
条
例
（
案
）
に
対
す

る
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▼
公
表
資
料

○
那
須
町
手
話
言
語
条
例
（
案
）

○
条
例
の
趣
旨
・
目
的

▼
閲
覧
場
所

①
保
健
福
祉
課
（
本
庁
１
階
）

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
、
土

日
を
除
く
）

②
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
意
見
の
提
出
方
法　

書
式
は
自
由
で

す
が
、
案
件
名
、
提
出
す
る
方
の
住

所
、
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
法
人
名
、

所
在
地
）
、
連
絡
先
を
明
記
の
上
、

閲
覧
場
所
①
の
窓
口
に
持
参
、
郵
便
、

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、電
子
メ
ー
ル
、い
ず

れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
限　

11
月
19
日
㈭
（
19
日
消

印
有
効
）

※
意
見
を
提
出
で
き
る
方
、
注
意
事
項
、

意
見
の
公
開
方
法
は
、
左
記
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
提
出
・
問
合
せ
　

保
健
福
祉
課
障
が
い
者
福
祉
係

☎
72 

６
９
1
７　

Fax  

72 

0
9
０
4

〒
３
２
９
‐
３
２
９
２

那
須
町
大
字
寺
子
丙
３
‐
13

hoken@tow
n.nasu.lg.jp

意
見
を
提
出
で
き
る
方

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
者

②
町
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
者
、
法
人
等

③
町
内
の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
に
勤

務
す
る
者

④
町
内
の
学
校
に
在
学
す
る
者

⑤
町
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
者
、

法
人
等

⑥
上
記
計
画
ま
た
は
上
記
条
例
に
利
害

関
係
が
あ
る
者
、
法
人
等

▼
注
意
事
項
等

○
電
話
に
よ
る
意
見
の
受
け
付
け
は
で

き
ま
せ
ん
。

○
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

○
個
人
情
報
は
目
的
以
外
に
は
使
用
せ

ず
、
公
表
も
し
ま
せ
ん
。

◎
左
記
の
よ
う
な
も
の
は
意
見
と
し
て

取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

・
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
等
が
未
記

入
で
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合

・
本
件
に
直
接
関
係
な
い
場
合

▼
意
見
の
公
表
方
法
等

○
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
内
容
を
整
理
、

検
討
し
た
上
、
こ
れ
に
対
す
る
町
の

考
え
方
と
と
も
に
担
当
窓
口
や
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。

○
提
出
さ
れ
た
意
見
等
に
対
す
る
個
別

の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

○
単
に
賛
否
だ
け
を
示
し
た
意
見
や
、

今
回
の
募
集
の
趣
旨
に
直
接
関
係
の

な
い
意
見
に
は
町
の
考
え
方
は
示
し

ま
せ
ん
。

令和3年度地域づくり事業提案に向けた事前協議が始まりました！
町では、地域の課題解決や町の活性化を図るために取り組む地域づくり活動に対して、その事業に係
る経費の一部を支援し、協働のまちづくりを推進しています。
この交付金の申請には、事前協議が必要です。（事前協議期間　１１月２日(月)～３０日(月)）
詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
■問合せ　企画財政課まちづくり係　☎７２－６９３５

那
須
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン（
次
期
計
画
・
素
案
）

那
須
町
手
話
言
語
条
例（
案
）

共
通
事
項

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト　

　

皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す


